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１【提出理由】

　連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

2026年３月９日

 

(2）当該事象の内容

　当社グループがエネルギー事業の一環として推進しておりました「延岡バイオマス発電所」（以下「本案件」と

いいます。）において、以下の要因により事業計画の大幅な見直しをすることになりました。

 

①　金融環境の変化

　　世界的な金利上昇に伴う資金調達コストの増加。

②　燃料市場の変動

　　木材価格の高騰による長期的な収益性の悪化。

③　制度上の制約

　　本案件はFIT（固定価格買取制度）を前提としており、インフレ下での維持管理コスト上昇分を売電価格に転

　　嫁できない構造的な課題に直面。また当初事業計画から工事期間が大幅に長期化、それに伴いFIT売電期間が

　　短縮。

④　工事代金の増額

　　資材価格の高騰による工事予算の超過や、輸送費・人件費の高騰。

 

以上の状況を鑑み、将来のリスクを極小化し、早期に経営資源を成長分野へシフトさせるため、本案件に係る固定

資産について、減損損失を計上する見込みです。

 

(3）当該事象の連結損益に与える影響額

　当該事象の発生により、2026年３月期第４四半期の連結決算において、減損損失3,300百万円を特別損失として計

上する見込みです。

 

以　上
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